
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
打
開
！

緊
急
署
名
を
取
り
組
み
ま
す

私
た
ち
民
商

は
、
１
年
以
上
に

も
お
よ
ん
で
い
る

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ

危
機
を
克
服
し
、

新
し
く
構
築
す
べ

き
経
済
・
社
会
に

お
い
て
、
こ
の
小

千
谷
魚
沼
地
域
に

根
ざ
し
て
い
る
自
営
業
者
は
無
く
て
は

な
ら
な
い
大
き
な
存
在
で
あ
り
、
も
っ

と
も
地
域
に
社
会
貢
献
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
で

だ
れ
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
支
援
策
の

構
築
の
た
め
に
、
新
署
名
を
も
と
に
、

会
内
外
の
声
を
く
み
上
げ
、
国
・
地
方

自
治
体
に
届
け
る
運
動
を
強
め
て
い
き

ま
す
。

主
な
要
求
項
目
（
要
旨
）
は
、
①
持

続
化
給
付
金
の
再
交
付
。
②
雇
用
調
整

助
成
金
の
延
長
。
③
「
Ｇ
Ｏ

Ｔ
Ｏ

ト
ラ
ベ
ル
」
を
一
時
停
止
し
、
飲
食
業

・
宿
泊
業
者
・
観
光
業
な
ど
の
へ
の
直

接
支
援
の
実
施
。
④
消
費
税
率
を
５
％

に
引
き
下
げ
、
２
０
２
０
年
分
・
２
０

２
１
年
分
の
消
費
税
の
納
税
免
除
。
⑤

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
増
額
し
、
自

営
業
者
へ
の
支
援
の
強
化
。
⑥
生
活
福

祉
資
金
特
例
貸
付
を
継
続
し
、
特
別
定

額
給
付
金
の
実
施
を
図
る
。

以
上
の
６
点
を
も
と
に
、
対
話
運
動

を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

２
月
９
日
、
全
国
知
事
会
に
出
席
し

た
花
角
知
事
は
、「（
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
）

幅
広
い
事
業
者
が
大
き
な
影
響
を
受
け

て
い
る
。
取
引
の
大
幅
減
を
懸
念
す
る

業
者
の
声
も
聞
こ
え
て
く
る
」と
話
し
、

持
続
化
給
付
金
の
再
度
の
交
付
や
、
雇

用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
延
長
な
ど

を
求
め
た
と
強
調
し
て
い
ま
す
。

（
新
潟
日
報
・

日
付
）
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花
角
知
事
の
発
言
に
つ
い
て
、
各
自

治
体
の
首
長
は
、
ぜ
ひ
見
習
っ
て
欲
し

い
も
の
で
す
ね
。

六
日
町
支
部
・
新
会
員
歓
迎

会
兼
新
年
会
は
と
て
も
盛
況

で
し
た
！

１
月

日
、
堀
か
わ
さ
ん
に
て
、
コ

12

ロ
ナ
感
染
症
対
策
を
キ
チ
ン
と
取
り
な

が
ら
、
六
日
町
支
部
「
新
会
員
歓
迎
会

兼
新
年
会
」
を
開
き
、

人
が
集
い
ま

13

し
た
。

こ
の
日
出
席
し
た
新
会
員
は
、
昨
年

月
に
小
千
谷
支
部
か
ら
転
入
し
て
き

11た
上
野
皇
人
さ
ん
（
喜
楽
美
）
で
す
。

そ
の
場
の
雰
囲
気
で
、
す
ぐ
に
六
日

町
支
部
の
仲
間
た
ち
と
打
ち
解
け
合

い
、
楽
し
く
交
流
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
事
業
継
承
セ
ミ
ナ
ー
・
実
行

委
員
長
の
上
村
健
悟
さ
ん
は
、
「
今
月

日
に
は
、
事
業
継
承
セ
ミ
ナ
ー
が
あ

16り
ま
す
。
今
の
参
加
申
込
状
況
は
１
人

で
す
。
参
加
者
一
人
で
あ
っ
て
も
実
施

し
ま
す
」
と
力
強
い
話
し
が
あ
り
ま
し

た
。
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

今井眞一支部長、みなさんに春の運動方針を提起！

十
二
月
の
相
談
内
容
に
つ
い

て●
持
続
化
給
付
金
の
申
請
を
し
た
い
。

税
理
士
に
確
認
し
て
も
ら
う
書
面
は
こ

れ
で
い
い
の
か
。
見
て
欲
し
い
。

●
仕
事
中
に
、
高
所
か
ら
従
業
員
が
落

下
し
た
。
労
災
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
従
業
員
の
喪
失
届
け
（
離
職
票
の
作

成
）
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
従
業
員
の
雇
い
入
れ
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
建
設
業
の
許
可
更
新
手
続
き
の
期
限

が
迫
っ
て
き
た
。
申
請
書
類
の
書
き
方

は
こ
れ
で
い
い
の
か
。
見
て
欲
し
い
。

●
建
設
業
許
可
の
第

条
変
更
届
出
書
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の
新
し
い
書
式
が
欲
し
い
。

●
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
（
償

却
資
産
）
の
減
免
申
請
に
つ
い
て
、
申

請
書
の
書
き
方
を
教
え
て
欲
し
い
。

会
費
は
月
内
納
入
を

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

事
務
所
の
来
所
の
際
に
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

昼
以
降
か
ら
事
務
局
員
が
事
務
所
不

在
の
時
間
が
増
え
て
い
ま
す
。
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
こ
と
に
大
変
申
し
わ
け

御
座
い
ま
せ
ん
。

ご
相
談
等
で
来
所
す
る
際
は
、
必
ず

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

２
０
２
１
年

１
月

日
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法律相談のお知らせ
日 時 ２月 １６日（火）

午後１時より

会 場 民商事務所

弁護士 二宮 淳悟 先生

（新潟合同法律事務所）

相談料 ３，０００円

※ 事前の予約制です。早めに事務所

までご連絡ください。


